
【別添１】

 中部森林管理局 資源活用課

□ 1 必須 （様式１）「国有林材の安定供給システム申請書」

□ 2 必須 直近の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書

□ 3 必須 納税証明書（国税通則法施行規則（昭和37年大蔵省令第28号）別紙９号書式その３又はその３の２若しくはその３の３）
の写し

□ 4
必須

※１
社会保険の加入を証する書類（任意様式で、従業員数、加入者数、適用除外者数がわかるもの）

□ 5 必須 保有する資格を証する書類（林産物売払い一般競争参加資格、JAS認定、森林認証等）

□ 6
必須

※２
取引数量等が明記された出荷先との取引協定書の写し

□ 7 必須 （様式２）「国有林材の安定供給システムに係る企画提案書」

□ 8 必須 （様式４）「価格点-別紙（購入希望単価等）」

□ 9 必須 （様式５）「暴力団排除に関する誓約事項」

□ 10
必須

※３
林産物の保全及び検知等の作業が出来る土地（スペース）の所在等が確認出来る書類

□ 11 必須 再生可能エネルギー発電設備の認定を証明する書類の写し

□ 12 必須 販売協定書の写し。バイオマス発電所までの販路を証明する書類

□ 13 必須 団体等が作成した「自主行動規範」の写し

□ 14 必須 団体等が作成した「事業者認定実施要領」の写し

申請に必要な書類一覧

団体等の認定を受けている場合（販売公告４-(10)-イを参照）

申 請 書 関 連

バイオマス発電関連

（バイオマス発電所にチップ等を供する場合の必要書類）

申請者が「バイオマス発電所にチップ等を供給する」ことを目的にしている場合



□ 15 必須 団体等が作成した「事業者認定書」の写し

□ 16 必須 申請者が作成した「分別管理及び書類管理方針書」の写し

□ 17 必須 申請者が作成した自主行動規範の写し

□ 18 必須 第三者の監査を受けるなど信頼性の確保が証明出来る書面

□ 19 任意 機械の新設、拡充、導入等を証明する書類の写し
（書類とは納品書、請求書、領収証等。高性能林業機械は、立木のシステム販売のみ評価対象）

□ 20 任意 新設・拡充・導入した機械に関する自治体の計画書又は補助金の請求書等の写し

□ 21 任意 前年度（令和６年度）の国有林の立木販売売買契約書の写し（公売物件に限る）

□ 22 任意 森林経営管理法に基づく民有林管理の再委託を証明する書類の写し

□ 23 任意 申請者が策定した森林経営計画の写し

□ 24 任意
発注者が策定した森林経営計画の写し及び当該森林の森林施業を受託したことを証明できる

書類の写し

□ 25 任意 登録木材関連事業者の登録証の写し（素材生産事業者が申請する場合は、協定取引者の登録証の写し）

□ 26 任意 えるぼし、プラチナくるみん、くるみん、ユースエール認定企業の認定証の写し

□ 27 任意
くるみん認定の認定基準7、8及び認定基準8の基準を満たしていることが分かる就業規則等

の写し

□ 28 任意
過去３年間に若手(35歳未満)の新規雇用があり申請の日まで雇用が継続していることを証明

できる書類の写し

□ 29 任意 分収造林契約書の写し（立木販売は含まれない）

□ 30 任意 現地研修会等の実施内容が確認出来る資料

□ 31 任意 原木の引渡地点の所在等が確認出来る書類（最終物件）

※１ 被保険者証の写しを提出する場合、氏名以外はマスキング（塗つぶす）してください

※２ 取引先がない場合は提出不要です（自社加工等）

※３ 引き渡し物件が山元パルプ材の場合は提出不要です

申請者が独自に「自主行動規範」を定め、これに基づき木質バイオマスの証明を行う場合

企 画 提 案 書 関 連


